
令和５年度 焼津市地域防災訓練 実施計画 
 

焼津市 防災部 地域防災課  
１ 目  的  地震発生を想定し、市民は自身の身を守るための行動並びに避難行動を身につけ
ることを目的とし、自主防災会は、安否確認、情報伝達並びに避難所開設の対応力

向上、各自主防災会内で計画した実動訓練の実施を目的とする。 

２ 実施対象地域 
  市内全域  

３ 日  時 
令和５年 12月３日（日）９時 00分から正午 

※ 訓練開始前（8時 30分）に同報無線による事前広報放送を行う。 

※ 訓練開始時（9時 00分）に同報無線による地震発生合図の放送を行う。 

※ 訓練終了時（正午）に同報無線による訓練終了の放送を行う。 

 

４ 想  定 
大規模な地震が発生し、市内全域で震度６強以上を観測した。  

太平洋沿岸部に大津波警報が発表された後に、焼津市で１ｍの津波を観測し、

地震の影響による小規模ながけ崩れなども発生した。また、ライフライン（電気・

ガス・水道・電話）が寸断した。 

５ 訓練内容 
《市民》 

① 同報無線による地震発生の合図を受け、自身の身の安全を確保する。（シェイ
クアウト訓練） 

② 安全を確認後、非常持出品及び「わが家の安否確認カード」を持って、指定  

(緊急)避難場所へ避難。その後、安否確認場所へ移動する。 

③ カード提出後、各自主防災会の訓練に参加をする。 

《自主防災会》（上記に加えて、以下の訓練を実施する） 

④ 安否確認場所にて、自主防災会役員は避難者数を確認、集計し、自主防災会本
部へ報告する。（安否確認訓練） 

⑤ 自主防災会本部は、避難者数全体を集計し、自主防協力班員とともに、焼津市
災害対策本部へ報告する。（情報伝達訓練） 

⑥ 市内全域で地域の課題にチャレンジして取り組む訓練とする。 

（倒壊家屋からの救出・炊き出し・傷病者救助、搬送方法や応急手当訓練など） 

⑦ 避難所立上班は、避難所立上に関する訓練を実施。自主防災会の状況に応じ、
可能な限り総合防災アプリ「静岡県防災」を用いて受付等の訓練を行う。 

（避難所開設訓練） 

※複数の自主防災会が共同で避難所を開設する地区は、自主防災会同士で     

相談・協力して訓練を実施してください。 

資料２ 



６ 訓練の中止決定及び連絡 
 （１）異常気象等に対しては、市民の安全確保を最優先として適切な状況判断によ

り対応するが、以下の状況が発生した場合は、原則として中止する。 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）が発表

された場合 

※ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、南海トラフ沿いの大規模地震と
関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合、

若しくは観測された異常な現象の調査結果を発表する場合に発表される

臨時情報 

   イ 市内に震度４以上の地震が発生した場合及び県内に震度５弱以上の地震

が発生した場合 

   ウ 東南海、南海地域に被害をもたらす大規模な地震が発生した場合 

エ 津波注意報及び気象警報（大雨、洪水、暴風、高潮）が発表された場合 

オ 市民の健康及び財産の被害が予想されると判断される場合 

カ その他社会的に中止が必要と判断される場合 

 

（２）中止決定日時刻 

  原則、令和５年 12月３日（日）午前７時 00分までに決定する。 

  なお、上記（１）ア～オの状況が突発的に生じた場案は、その都度決定する。 

 

（３）中止連絡方法 

   同報無線「広報やいづ」を活用した方法を基本とする。併せて、同報無線内容

を「やいづ防災メール」で配信する。また、各自主防災会代表者に対して   

メールを配信しますので、各自主防災会による連絡網などを通して周知および、

伝達できる体制作りをお願いします。 

 

 （４）その他 

上記にある訓練の中止決定のア～オ以外でも、各自主防災会において独自で 

訓練を中止する判断基準を設けていただいても構いません。 

（例えば･･･） 

・大雨警報が発表されていなくても、雨が降っていれば中止とする。など 

※自主防災会独自の判断で中止する場合は、地域防災課（623-2554）まで、

ご一報ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先：焼津市 防災部 地域防災課 防災対策担当 

ＴＥＬ：６２３－２５５４ ／ ＦＡＸ：６２５－０１３２ 

ｍａｉｌ：tiikibousai@city.yaizu.lg.jp 



 

 

 

「訓練支援チーム」の派遣について 

 

12 月３日（日）の焼津市地域防災訓練において、過去に訓練支援チームを編成・派遣し、    

各自主防災会が実施する訓練に支援を行っておりましたが、本年度より再開します。 

つきましては、留意事項をご一読いただき、支援チーム派遣のご希望がありましたら、別紙の

提出用連絡票（３枚目）にご記入いただきご提出ください。 

 

 派遣先が決定次第（10月 24日(火)までに）、要望をいただいた全ての自主防災会に結果を報告  

いたします。具体的な時間等は、決定後に派遣先となる自主防災会と調整をさせていただきます

のでよろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご承知いただきたい点） 

１．速やかに派遣先の決定を行いますが、並行して各自主防災会による訓練立案は

進めてください。 

２．派遣要請の有無に加え、より多くの支援を行うために行程なども含め、総合的

に派遣先を調整させていただきます。 

 

 

※先着順ではありません。 

◎派遣要望がある自主防災会は… 

『訓練支援チーム  派遣要望連絡票（提出用）』を 

１０月２０日（金）１７時までに地域防災課へ提出又は 

ＦＡＸ・メールをしてください。 

ＦＡＸ：０５４-６２５－０１３２    

ｍａｉｌ：tiikibousai@city.yaizu.lg.jp 

 

訓練支援チーム資料 
担当：焼津市防災部 地域防災課 

電話：０５４－６２３－２５５４ 

F A X：０５４－６２５－０１３２ 



『訓練支援チーム』一覧 
 

※派遣先が『３』の場合、派遣時間は･･･①９時～ ②１０時～ ③１１時～ が目安となります。 

 派遣先が『２』の場合、派遣時間は･･･①９時１５分～ ②１０時３０分～ が目安となります。 

 派遣先が『１』の場合、派遣先自主防災会との調整のうえ時間を決定します。 

班 種  類 担 当 概     要 派遣先数 留 意 事 項 

１ 出前講座 地域防災課 

・避難所運営 

・防災アプリ 

・自助、共助について 等 

３ 

プロジェクターを使用する場合もある為、出前講座は、

建物内でお願いします。 

収容人数がわかれば配布資料は準備します。 

２ 出前講座 消防団女性消防隊 

新聞紙で防災スリッパ・身の回り

の物で出来る応急手当の指導等・

かんたん非常食のアイデア説明 

２ 

建物内でお願いします。 

古新聞紙の用意をお願いします。 

収容人数がわかれば配布資料は準備します。 

３ 災害時支援 
焼津市焼津赤十字 

奉仕団 

ポリ袋を使った災害時の調理法に

よる炊き出し支援 
１ 

炊き出しができるスペースが必要。 

炊き出しは 50～100食程度（予定）。 

事前の打合せを行う。 



   
『訓練支援チーム』 派遣要望連絡票 
※期限…１０月２０日（金）１７時まで 

 

 

 

 

 

 

※派遣数が「３」の場合、派遣時間は、①９時～ ②１０時～ ③１１時～ が目安となります。 

派遣数が「２」の場合、派遣時間は、①９時１５分～ ②１０時３０分～ が目安となります。 

派遣数が「１」の場合、派遣先自主防災会との調整のうえ時間を決定します。 

また、希望時間が重複した場合については、調整のうえ決定いたします。 

 ◎連絡先：氏名                  

◎自主防災会名：          自主防災会 

◎（電話）                   

班 種類 担当 概要 派遣数 希望時間帯 

１ 

出前講座 地域防災課 

・避難所運営 

・防災アプリ 

・自助、共助について 

３ ① 9:00（  ） 

②10:00（  ） 

③11:00（  ） 

④その他（  ） 

（  ：  ） ※希望する時間帯に○または時間を記入してください。⇒ 

２ 

出前講座 消防団女性消防隊 
防災スリッパ・ 

応急手当の指導等 
２ ① 9:15（  ） 

②10:30（  ） 

③その他（  ） 

（  ：  ） ※希望する時間帯に○または時間を記入してください。⇒ 

３ 災害時支援 
焼津市焼津赤十字 

奉仕団 

ポリ袋を使った災害

時の調理法による炊

き出し支援 

１ ※希望する時間 

（  ：  ） 

 

※派遣要望は、各自主防災会で『１つ』です。 
複数の要望は受付できません。 

地域防災課 ＦＡＸ：０５４－６２５－０１３２ 


